
飼い主のいない猫（オス）
▶補助額　手術費用の1/2以内で上限5,000円
　　　　　（100円未満切り捨て）　
▶補助頭数　約20頭（先着順、予算の範囲内で交付）
飼い主のいない猫（メス）
▶補助額　手術費用の1/2以内で上限10,000円
　　　　　（100円未満切り捨て）　
▶補助頭数　約50頭（先着順、予算の範囲内で交付）

飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費用の一部を補助

日本全国に広く定着し、水
生植物を切ったり、水生昆
虫を食べてしまったりする
ことで、生態系へ大きな被
害を与えています。

日本全国に広く定着し、在来カメ類
の居場所や食べ物を奪ったり、水生
植物や水生昆虫を食べてしまったり
することで、生態系へ大きな被害を
与えています。

問合せ　環境省相談ダイヤル　
　　　　℡0570－013－110

犬猫へのマイクロチップ装着に
対する費用の一部を補助

条件付特定外来生物を野外に放さないで！

・ 生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されます。適切な飼育を行わずにアメリカザリガ
ニ、アカミミガメが逃げ出した場合でも違法となります。

・生きた個体の輸入、販売、購入や、販売・頒布（広く配ること）を目的とした飼育などが禁止されます。
・無償であっても、生きた個体の頒布は禁止されます。
※これらに違反した場合は、重い罰金・罰則の対象となります
※動物愛護管理法においてもペットのカメを捨てること（遺棄）は禁止されています

法律で禁止されること

アメリカザリガニ

ミシシッピアカミミガメ

６月１日㈭から規制開始

・ペットとして飼育できます。(絶対に野外に放さないでください。寿命を迎えるまで大切に飼育してください）
・飼育については、野外に逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。
・飼えなくなった場合などは、責任を持って飼える人に無償で、譲ったり、譲り受けたりすることができます。

法律の手続きなしでできること

●６月１日から規制される条件付特定外来生物

※ 国内にいるアカミミガメのほとんどは耳の赤い亜種ミシシッピ
アカミミガメですが、耳が赤くないキバラガメやカンバーラン
ドキミミガメの 2亜種も条件付特定外来生物に含まれます

詳細は▶
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▶対象　 これからマイクロチップを装着予定の飼い犬
または飼い猫

※ 犬の場合、過去１年以内に狂犬病予防注射済票の交
付を受けている必要があります

▶補助額　装着に対する費用（環境省のデータベース
　　　　　登録費用含む）の1/2以内で上限2,500円
　　　　　（100 円未満は切り捨て）
▶補助頭数　約100頭（先着順、予算の範囲内で交付）

動物愛護の推進に関する新たな補助金

受付期間　６月１日㈭～令和６年３月29日㈮
※必要書類を事前に提出し補助を決定。補助決定後、受付期間内に手術などを終えてください
※補助対象要件など詳細はホームページをご確認ください

問合せ　市庁舎新館２階　衛生課　℡0897－52－1338

▶対象事業　 LED照明、エコタイヤの省エネに資する
設備・備品の導入など、省エネの推進を
目的とした事業

▶補助金額　10万～40万円（補助率1/2以内）
▶申請方法　 申請用紙に必要事項を記入し、問合せ先

まで郵送。

▶対象事業　 省エネ診断、経営改善計画策定、国補助
金申請など、事業の継続および経営安定
化を図るために専門家を活用した事業

▶補助金額　２万～10万円（補助率1/2以内）
▶申請方法　 申請用紙に必要事項を記入し、問合せ先

まで郵送。

(上）当時撮影に協力いただいた西条小６年生（現在西条北中１年生）の皆さん
(下）受賞作品。給食を「楽しむ」子どもたちを取材しました
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西条市中小企業等経営安定化支援事業費補助金

省エネ設備等導入支援事業 専門家活用事業事業

対象　 原油価格・電気料金などの高騰で経営が圧迫している中小企業など
※１事業者１回の申請を限度とします。詳細などは市ホームページをご覧ください

原油価格・電気料金などの高騰により中小企業などの経営が圧迫している中、省エネ化のた
めの設備などの導入や、専門家を活用し経営安定化を目指す取り組みを支援します。

問合せ　市庁舎新館２階　産業振興課　℡0897－52－1407
(宛先：〒793－8601　西条市明屋敷164番地)

詳細は▶

６月１日㈭
受付開始
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